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          ◎開議の宣告 

○議長（髙橋 猛君） おはようございます。 

  定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、会議を再開いたします。 

  ただちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に差し上げております日程表により行います。 

（午前１０時００分） 

 

          ◎認定第１号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 日程第１、認定第１号 平成21年度美郷町一般会計決算認定についてを議

題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。 

  一般会計決算の歳入については一括質疑、歳出は款ごとに質疑を行います。 

  それでは、歳入について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

  ５番、森元淑雄君。 

○５番（森元淑雄君） １款の町税を初めとした各課に及んでおります不納欠損額と収入未済額及

び使用料について伺いますが、このことは何項にも及んでの質問をいたしたいと思いますので、

したがいまして、再質問はしたくないと思っておりますので、答弁方は答弁漏れなどくれぐれも

ないようによろしくお願いをしたいと思います。 

  過去３カ年の町税の不納欠損額、収入未済額は、大変に増額となっております。不納欠損額に

おいては、対19年度比で45.2％の伸びとなっております。また、収入未済額も対19年度比で12％

の伸びとなっております。このことは昨今の経済事情からしても理解できる点もありますが、そ

のような苦しい経済の状況下にありながらも、精いっぱい鋭意努力して納付している住民から見

れば、特に不納欠損処理においては疑問が生じることと思われますので、当局の詳しい調査方法

や徴収に至るまでの処理等をお伺いいたしたいと思います。 

  まず最初に、不納欠損決定に至るまでの事務的な処理方法はどのようになっておられるのか。

これは５年で時効と聞いておるところでありますが、それは税目のみかどうか。 

  それ以外の料金、例えば住宅使用料や水道及び幼稚園の使用料等にもその時効が適用されるの

かどうか。 
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  また、５年を待たずに時効もあり得るのかどうか。もしあった場合は、不納欠損処理した事例

があるのか。 

  それから、不納欠損額の最高額とその税目は。 

  不納欠損処理に至るまでの徴収方法と差し押さえ物件があったのかどうか。もしあったならそ

の額はどれぐらいなのかも含めて、まずお伺いいたします。 

○議長（髙橋 猛君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） ご答弁を申し上げます。 

  ご質問が多岐にわたりましたので、今手持ちにない部分もございますが、まずあるものからご

説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、不納欠損に至るまでの事務手続でございますが、未納が発生いたしますと20日以内に督

促状を発布するということが法律で決まってございます。その後10日を経過いたしますと、滞納

処分手続に移るということも法律で決まってございます。町では20日以内に督促を発布いたしま

して、その後納付がない場合には滞納手続に移るということにしてございます。 

  滞納手続の内容でございますけれども、まず初めにご本人をお呼びいたしましてご相談すると

いうことが前提になろうかと思います。全くご相談がない場合には、直ちに預貯金等の財産の調

査に入らせていただいております。財産がある場合には、差し押さえと法律で定められた手続を

して収納に向かうということになりますが、調査の結果、処分可能な財産をお持ちでないという

場合には、５年後に欠損に向かうということにならざるを得ないということでございます。 

  町税の場合の今回の不納欠損につきましては、ご説明でも申し上げましたが、調査した結果、

処分可能な財産を持たなかったということで欠損してございます。 

  町民税では16人､47件でございました。固定資産税では101人、451件。軽自動車税では15人、21

件を欠損してございます。 

  既に納付能力がないというふうに調査の結果認められたものにつきまして厳正に調査して欠損

をしたということでございます。 

  欠損の内容でございますが、今回の場合にはすべて５年の時効ということでございました。そ

れから、現在５年を待たずに欠損したものは21年度ではございませんでしたけれども、現在滞納

処分の執行停止中のものもございまして、これにつきましては24人、303件、814万円ほどござい

ます。これにつきましては、３年間継続して調査を行いまして、納付の能力が回復しないという

場合には、３年後に地方税法の規定に基づいて不納欠損をするということになろうかというふう
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に考えております。 

  不納欠損の最高額でございますが、後ほど資料をご提示したいというふうに思います。 

○議長（髙橋 猛君） 差し押さえ物件があったのかどうかということを。 

○税務課長（小原隆昇君） 今回不納欠損したものにつきましては、差し押さえ物件はございませ

んでした。差し押さえ物件がある場合には換価を優先いたしますので、差し押さえになりますと

時効が中断いたしますので、欠損はできないということになります。 

  税以外の不納欠損につきましては、資料をご用意する時間をいただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。５番、森元淑雄君。 

○５番（森元淑雄君） 収入未済額も不納欠損同様毎年増となっております。その中で税目の最高

額は幾らなのか。 

  次に、税目以外の各種使用料や貸付金においては、例えば住宅使用料、保育園使用料、小額資

金貸付金等の未収がありますが、この最長滞納期間とその金額は幾らになるのか。 

  そして、今後の滞納者に対する具体の策を講じられているのかどうか。 

  また、今まで差し押さえをした事例があるのかどうか。あった場合は何件で、その処理方法を

伺いたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） 数値的なものにつきましては、今手元にはございませんが、差し押さ

えの件数でございますが、現在差し押さえ中のものは62件ございます。済みません、差し押さえ、

または差し押さえ中でございますね。配当の済んだものもございますので。実件数が56件でござ

いました。差し押さえ額は152万1,004円。一般会計だけではなくていろいろ配当いたしますが、

町に直接入ったものは101万7,749円でございました。 

  現在差し押さえ中のものは、財産で差し押さえをしているものは15件でございます。15件に係

る滞納額でございますが、国民健康保険税を含めた税全体で962万9,000円ほどでございます。 

  差し押さえ物件の内容は、宅地、田、電話加入権あるいは居宅というふうになってございます。 

  それから、最高額と税目の絡みでございますが、これも調査資料が整いましてご答弁をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 暫時休憩します。 

（午前１０時１２分） 
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○議長（髙橋 猛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２９分） 

 

○議長（髙橋 猛君） ５番森元淑雄君の質問に対する答弁を求めますが、５課にわたるようであ

りますので、順次答弁を求めます。 

  初めに、税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） 先ほどに引き続きまして、滞納分の税目ごとの最高額でございますが、

初めに、町県民税でございますが、これは町、県あわせた金額でございます。124万5,600円が最

高でございます。 

  続きまして、固定資産税でございますが、296万4,100円でございます。 

  続きまして、軽自動車税でございますが、７万6,600円でございます。 

  税につきましては、５年で時効になりますので、時効停止中のものを含まずに５年以内のもの

でございます。 

○議長（髙橋 猛君） 次に、建設課長。 

○建設課長（照井智則君） 建設課の方では、住宅使用料でございます。 

  最高額が161万7,300円。平成19年３月から22年３月までの34カ月分となってございます。 

○議長（髙橋 猛君） 次に、福祉保健課長。 

○福祉保健課長（右谷康一君） 福祉保健課は高齢者住宅整備資金でございます。 

  過去において不納欠損処理した事例はございません。最高額は71万6,104円。平成13年の償還分

からでございます。 

○議長（髙橋 猛君） 次に、学務課長。 

○学務課長（辻 一志君） 修学資金貸付金の方でございますけれども、最高額は60万6,000円でご

ざいます。平成16年度からになっております。21年度まででございます。 

  それから、給食費の方でございますが、学校給食費の方で19年度から未納の方がおります。最

高額は８万7,420円でございます。 

○議長（髙橋 猛君） 次に、幼児教育課長。 

○幼児教育課長（泉谷隆雄君） 保育料でございますけれども、最長で５年でございます。最高額
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で35万1,250円でございます。 

  幼稚園の授業料でございますが、最長で６年でございます。最高の額が17万1,695円でございま

す。 

  放課後児童クラブの利用料でございますが、最長６年でございます。最高額が２万4,000円でご

ざいます。 

  20年度におきまして保育料の不納欠損13万5,000円してございます。以上です。 

○議長（髙橋 猛君） 税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） 続きまして、さきにご質問のあった時効の年数でございますが、町税

はご承知のとおり５年でございます。 

  町税以外の公金につきましては、それぞれの法律に基づきまして時効年数が決まってございま

すが、簡易水道料金は水道法によりまして２年でございます。ただし、時効の援用がございます

ので、援用しない限りずっと時効がこないということになります。 

  下水道料金につきましては、下水道法に基づきまして５年でございます。 

  集落排水につきましては、浄化槽法に基づきまして５年でございます。 

  公営住宅の使用料につきましては、公営住宅法によりまして５年でございます。 

  それから、小額資金につきましては、民法によりまして10年でございます。 

  給食費につきましても同じく民法でございますが、適用条項が違いますので２年でございます。 

  幼稚園授業料につきましては、学校教育法で５年と。 

  高齢者住宅整備資金につきましては、民法によりまして10年でございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。はい、森元淑雄君。 

○５番（森元淑雄君） 先ほども申しましたが、今後の滞納者に対する具体の策を講じられておる

かという質問をいたしましたが、納税対策班とチームを組んで頑張っておられるようですが、そ

の点についても伺いたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） 今後の滞納対策の方針ということでございますが、納税者の皆さんに

は納期ごとの納付、税に限らず納期ごとの納付が困難だと思われる場合には、まず期限が来る前

に窓口でご相談されるようお願いをしております。さまざまなケースがありますので、一概には

ご説明することはできませんけれども、納付の方法を工夫しまして完納できるように相談に応じ
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ております。ご相談がない場合には、法に基づく手続に移行せざるを得ませんので、ぜひとも納

期限の前、７日以前にご相談いただきたいというふうに広報、それから納税貯蓄組合を通じまし

て周知をいたしております。 

  調査の結果、納付の能力が認められる場合、納められるという場合は、今現在も厳正に対処し

てございます。税につきましては、預貯金等の差し押さえあるいは給与の差し押さえと。先ほど

申しましたが、不動産の差し押さえ、公売等もございます。 

  税以外の公金につきましては、先般、１年ほど前に議会で議決をいただきました町長の専決処

分によって訴訟を提起するという方向に現在も向いておりまして、現在訴訟提起の予告は１名に

出してございます。 

○議長（髙橋 猛君） それでは、歳入についてほかに質疑ありませんか。 

  ８番、福田 守君。 

○８番（福田 守君） 町民税と固定資産税についてちょっとお伺いしますが、特に法人それから

固定資産税の方になるかと思いますけれども、町内に在住していなくて、町外もしくは県外から

納税している割合というのはどれぐらいあるものか、ちょっと教えてほしいんですが。 

○議長（髙橋 猛君） 税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） お答えを申し上げます。 

  町民税につきましては、町外の方、家屋敷課税ということで、事務所等がある場合にはいただ

いてございます。また、固定資産税につきましても町内に固定資産をお持ちの方の場合にはちょ

うだいをしてございますが、件数の詳細につきましては現在資料を持ち合わせてございません。

資料が整い次第、ご答弁させていただきたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  そうすれば、税務課長には、早目に準備願います。 

  ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、続いて歳出について質疑を行います。 

  歳出は款ごとに行います。１款議会費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 次に、２款総務費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

  ９番、泉 美和子君。 
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○９番（泉 美和子君） １項６目企画費の19節地域公共活性化の協議会の乗り合いタクシーにつ

いてですけれども、以前も質問しておりますが、利用率が伸びているということでありますけれ

ども、どの地域が一番伸びているのかお願いします。 

○議長（髙橋 猛君） 総務課長。 

○総務課長（小原正彦君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

  利用率につきましては、当初より伸びているところですけれども、総じて千畑地区が大変多く

伸びているところでございます。 

○議長（髙橋 猛君） 泉 美和子君。 

○９番（泉美和子君） 前の質問でも利便性の向上を目指していくということでありますけれども、

三つの地域で、一本化するのは大変難しいということでありますが、地域的にはやはり千畑地域

は利用しやすいような状況だなと思うんですよ。何といいますか、やはり拠点から拠点への移動

の関係ですね。そのコースが大変利用しやすいやり方で、やり方といいますか、その拠点のつく

りがですね。ところが、六郷などは、やはり六郷内でというのが多くて、なかなかその地域を分

けていくとか難しい状況になっていて、利便性の度合いが３地域によって違うと思うんですよね。 

  そういう認識は私はあるんですけれども、その点をどういうふうに考えるのかということと、

今までも利便性を目指してきたわけですし、これからも利便性向上に努めていくとおっしゃって

いますけれども、その点、具体的にどういうふうにやっていくのか。 

  それから、もう一つ、今でもなかなか利用しにくい状況の一つに、申請しないと乗る場所がわ

からないわけですよね。だから、自分はどうせ拠点からでないと乗れないと思っている人が多い

わけです。それで、どうせ自分の近くではその拠点がないので利用できないんだろうと最初から

思っているというそういう方が多いわけです。前も何回も言っていますけれども、そして、周知

徹底ですね、それも努めていくということでおっしゃっていますけれども、そういう点がなかな

か見えてこないので、そういうのをもっと強めていただきたいと思うので、その点をお願いしま

す。 

○議長（髙橋 猛君） 総務課長。 

○総務課長（小原正彦君） ただいまのご質問にお答えします。 

  乗り合いタクシーの運行につきましては、第一基本が許可制だということでございます。さら

には、民業を圧迫しないような、そういう配慮が必要だということでございますので、その点を

考えると、その範囲内での利便性の追求ということにならざるを得ませんので、その点について
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はどうかご理解の方をお願いしたいと思います。 

  さらに、乗車場所、乗降所の関係でございますが、これまで数回広報、チラシ等々も配布して、

かなりの数の広報は実施しているつもりでございます。今後も広報等については、大いに周知し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。はい、泉 美和子君。 

○９番（泉 美和子君） この点について、副町長、ご答弁をお願いしたいんですけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（髙橋 猛君） 副町長。 

○副町長（佐々木敬治君） 大筋の部分については、総務課長が述べたとおりでございます。いず

れ利用なさっておらない方々、さまざま事情があろうかと思いますけれども、周知を図っていく、

これが一番のキーポイントかと感じております。 

  ただ、町側で未利用者に対して周知を図る努力をいたしましても、肝心の利用なさる、対象に

なる方々が目を通していただけないといったようなことがあろうかと思います。今後は広報だと

か、あるいはチラシ、もっとわかりやすい形で広報に努めてまいりますので、どうかご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） ほかにございませんか。４番、武藤 威君。 

○４番（武藤 威君） 納税組合のことですけれども、先ほども出ましたけれども、どちらかとい

えば、今、税というのはその個人個人が自覚して、この世の中に生きている以上納めると。納め

ながらお互いに助け合いながら生きていくということが、いわゆる納税だと思いますけれども。

私、かつてからこの納税組合の、まあ、今ごろ、もうそういうことは、今の事業仕分けでないで

すけれども、そういうことは、むだではないかもしれないけれども、果たしてその効果がどれほ

どかというと、もちろん今は昔と違って納税組合に出している金は少なくはなりましたけれども、

果たして妥当な出し方、使い方をしているのかなと。いわゆる逆にその納税組合があって、普通

に生活して納税しながらやっていく人はいいですけれども、逆に何としてもいろいろな不幸等が

あって、いわゆるどうしても払えない、減免の相談をしに行かなければならない人もおるわけで、

そういう中では本当にこの納税組合というものが、逆にその人の生活を阻害しているような部分

も見られるわけで、この納税組合のあり方をそろそろ考えていかなければならないのではないか

と。よその町村でもそういう話が出ているところも結構あると聞いておりますけれども、そこあ
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たり、課長はどう考えておりますか。 

○議長（髙橋 猛君） 税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  納税貯蓄組合につきましては、ご承知のとおり納税貯蓄組合法という法律がございまして、こ

ちらに規定された組合でございます。また、預貯金につきましても、納税準備預金ということで

非課税の預金を設けることができるなど優遇措置がなされているところでございます。 

  現在の町の納税貯蓄組合の状況でございますが、合併来順次、合併前の各町村の納税組合に対

する補助金を平準化するということで平成21年度までで平準化を終了してございます。それで、

平成21年度までは納付割額ということが交付金の中にございましたので、議員ご指摘の納税貯蓄

組合にちょっと都合の悪い納税者の方もいらっしゃるということはあったかもしれません。平成

22年度、今年度におきましては納付割額がなくなりましたので、全く加入脱退につきましては、

その納税貯蓄組合の構成員の方の任意という形式に改めさせていただいております。 

  また、納税貯蓄組合の役割でございますが、納税意識の高揚にはぜひとも必要な組織というふ

うに考えてございまして、平成22年度におきまして納税貯蓄組合の今後のあり方も工夫していこ

うということで鋭意検討を進めているところでございます。活動を活発化させて、納税意欲につ

なげていうこという目的で検討を進めているというところでございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、次に３款民生費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

  13番、深澤 均君。 

○１３番（深澤 均君） ３款１項４目20節の、決算書によりますと73ページ、扶助費についてお

尋ね申し上げます。 

  説明書を見てみますと、乳幼児、母子・父子家庭の児童、高齢、身体障害者及び重度身障者と

なっておりますけれども、特に今回の質問では乳幼児、未就学児についてどの程度の額が支出さ

れているのか、また、対象人数はどれぐらいなのかも含めてお知らせ願いたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（右谷康一君） 扶助費の福祉医療部分、その部分でも乳幼児にかかわる部分での

質問でございました。福祉医療、町で拡大している部分につきましては607名の方です。それから、

県の助成措置に基づいて行われている方が373名。合計いたしますと、乳幼児では980名の方がこ
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のマル福の受給を受けてございます。 

  額は幾らかですかというご質問でございました。決算書にあります町単独拡大分は、これはす

べて乳幼児に係る分の額でございます。上段の福祉医療費扶助費１億5,100万円の中で、1,800万

円ほどが乳幼児にかかわる福祉医療費でございます。2,600万円ぐらいかかっているということで

ございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。はい、深澤 均君。 

○１３番（深澤 均君） そうすると、端的には１人当たり幾らぐらいの扶助額になっているのか、

そこら辺がわかりましたら、お願いします。 

○議長（髙橋 猛君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（右谷康一君） ２万7,000円ばかりになります。以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） ほかにございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） ないようですので、それでは、次に４款衛生費について質疑を求めます。

質疑ありませんか。 

  ９番、泉 美和子君。 

○９番（泉 美和子君） 清掃費のごみ収集のことですけれども、ごみの減量に向けた分別化のこ

とですが、以前の議会とかでも旧３町村の統一した分別収集、これを検討していくというふうに

なっていますが、その取り組み状況ですね。それはどのようになっているでしょうか。 

○議長（髙橋 猛君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木 隆君） お答えいたします。 

  資源ごみの分別収集の件でございますが、六郷、仙南、千畑地区がそれぞれ違っております。

この収集の方式につきましては、それぞれどの地区の方式ということではなくて、美郷方式とい

う観点で新たな方式ができればということで今検討しているところでございます。以上です。 

○議長（髙橋 猛君） 泉 美和子君。 

○９番（泉 美和子君） それはいつごろまで。今までいろいろ合併して統一したいろいろなもの

がある中で、このごみの資源化、分別というのは、なかなか統一されてきませんでしたけれども、

やはり今課長もおっしゃったように、どのやり方が一番いいのか、減量化と資源化というところ

で、どこがいいのかというところ、今課長がおっしゃったようなやり方でぜひ統一していくべき

だと思うんですが、なかなか方向性が、今検討中というところですけれども見えてこないので、
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これは期限としていつまででしょうか。 

○議長（髙橋 猛君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木 隆君） お答えいたします。 

  それぞれ住民の方々もいろいろなご意見がありまして、町では今年度中には方向を決めたいと

いうふうに考えております。 

○議長（髙橋 猛君） 泉 美和子君。 

○９番（泉 美和子君） それに向けて何か検討委員会のようなそういうものはあるのでしょうか。 

○議長（髙橋 猛君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木 隆君） お答えいたします。 

  現在のところ検討委員会というものは考えておりませんけれども、アンケート調査等は実施し

てそれぞれ意向を把握したいという、町民の方、廃棄物減量推進委員ですか、そういう方々の意

向は把握したいというふうに考えております。 

○議長（髙橋 猛君） 13番、深澤 均君。 

○１３番（深澤 均君） ４款１項４目19節、決算書では84ページになりますけれども、浄化槽水

質環境保全補助金についてお尋ね申し上げます。 

  合併浄化槽への補助だと思いますけれども、説明では70％ぐらいの事業率ということで説明が

ありましたけれども、これは例年そのぐらいの割合なのか、ことしだけのものなのか、そこら辺

のところと、それから考えられる要因をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 建設課長。 

○建設課長（照井智則君） ご質問にお答えいたします。 

  合併処理浄化槽ですけれども、初年度の当初の部分で70基を予算計画してございます。その中

で64基が設置されたということで、設置の件数にいたしましても９割を越えているということで

ございます。 

  また、合併処理浄化槽の設置につきましては、やはり水環境、さまざまな観点で住民への周知、

いろいろな面でのＰＲに努めてございまして、そういう意味では効果そのものも十分にあったも

のというふうに解釈してございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。はい、深澤 均君。 

○１３番（深澤 均君） これ、設置の補助金ですか。 

○議長（髙橋 猛君） 建設課長。 
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○建設課長（照井智則君） 済みません、もう一度確認しますけれども、水質環境保全補助金の方

でしょうか。 

○１３番（深澤 均君） そうです。 

○建設課長（照井智則君） 大変失礼いたしました。 

  これにつきましては、合併処理浄化槽、それらの水質の補助の検査。これが法律で義務づけら

れてございます。それらの補助に対しまして検査料の5,000円をそれぞれ補助するというもので、

昨年度の対象件数でございますけれども、1,450件に対しまして1,157件の交付申請がございまし

た。以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。はい、深澤 均君。 

○１３番（深澤 均君） 例年そうなのか、それとも去年だけそういうことなのかをお尋ねしてい

ましたけれども。 

○議長（髙橋 猛君） 建設課長。 

○建設課長（照井智則君） これは、例年同じような傾向で続いてございます。 

○議長（髙橋 猛君） ほかにございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、次に５款労働費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） ないようですので、次に６款農林水産業費について質疑を求めます。質疑

ありませんか。４番武藤 威君。 

○４番（武藤 威君） 87ページの農業委員会の方にちょっとお聞きしたいわけですけれども、そ

の前に、ついでですが、ついでというのは悪いですけれども、我々農業関係、まあ、町でももち

ろん影響があると思いますけれども、先ほどの納税その他にも影響が出てくると思いますけれど

も、きのう、おとといのさきがけ新聞に米､9,000円、概算金で、今度は売れるような米の値段を

やったと。しかしながら、所得補償１万5,000円やるから例年並みになるだろうという形のようで

すけれども、実質だれが考えてもことしは米が安くなるなという意見がほとんどです。 

  ただ、一番困ったのは、米の値段が下がったとき、その補てん金ですけれども、これがもう来

年とか、12月の末とか、いわゆる我々農業は、もちろん農機具の支払いがあるだろうし、農協の

支払いもあるだろうし。そういうことで、やはりこの後、農業委員会の方からも農業会議にかけ

合うなり、ＪＡにかけ合うなり、もちろん行政にもかけ合うなり、大いに頑張ってほしいという
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ことを緊急的にお願いしておきます。 

  それから、今、農業委員会にこの項目でお聞きしたいのは、かつて私も一応農業委員もやって

おりましたけれども、例えば羽貫谷地の出川添何番地は、ああ、あそこの田は変形して少し柔ら

かいなと、下畑屋の室町の何番地はグライ層でこうだなと。東根のあれは何と、ある程度の範囲

まではわかりましたけれども、この７月に定数削減されました。そういう中で、相当農業委員の

方々も難儀しておると思います。そういう形で、今までどおりやられては農民も我々の期待にこ

たえてもらえないのではないかなと思われるわけで、いやいや、そういうことはないと。我々は

こういう形でやりくりしているんだということが恐らくあると思いますので、その辺を、定数削

減になって、なりたててですので相当苦慮しておると思いますので、その辺をひとつお聞きした

いと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 武藤議員、まだ定数削減になっていないんです。来年の４月施行ですから。 

○４番（武藤 威君） ああ、済みません。４月からでしたか。その定数削減になればそういうこ

とが起きてくると思いますので、そういうことはどういう話し合いをしているのか、そこあたり

をひとつお願いします。 

○議長（髙橋 猛君） 農業委員会会長。 

○農業委員会長（渡邉 調君） ただいまの武藤議員の質問にお答えいたします。 

  彼本人も言っていましたとおり、彼は農業委員として長年頑張っていただいたところでござい

ますし、私たちもそれを見習って今一生懸命やっておるところでございます。 

  定数削減の件に関しましては、これは致し方ないといいますか、事情が事情と言えばいいか、

財政が財政と申しましょうか、そういう中で私どもはみんなで力を合わせて自分の分野を広げて

いくんだという心構えで定数もご提案させていただいたところでございますので、これからも武

藤議員のご指導をいただきながら、精いっぱい頑張らせていただきたいと、かように思ってござ

います。 

  それから、ちなみに先ほど、ことしの米価の値下がりに対してあなた方はどう考えておるかと

か、運動がどうとかと言っていましたけれども、きのうたまたまうちの部落で農協の部落座談会

がございました。私もその意図がありまして、昔であれば百姓一揆の時代かなと思っております

ので、農協にそのような考え方はないのかと確認しましたところ、いろいろとこれから考えてや

っていくということですので、私ども農業委員会も農家の代表でございますし、農家のために頑

張っていかなければならないところでありますので、ここがふんどしの締め直しの時期かなと、
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かように思ってございます。以上でよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  質疑途中ですが、ここで11時15分まで休憩します。 

（午前１１時０３分） 

 

○議長（髙橋 猛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

 

○議長（髙橋 猛君） ６款農林水産業費について質疑を続行いたします。質疑ありませんか。 

  ８番、福田 守君。 

○８番(福田 守君) 90ページの４目でありますけれども、美郷ブランドということですけれども、

以前からこの項目はずっとあるわけですけれども、いまいち住民、私どもによくわからないとい

うような経緯がございます。どういうものをブランドにしていくか。秋田県の場合は、今年度は

枝豆というようなことで具体的な商品名も挙げておるようですけれども、当町では具体的にこの

商品を戦略としてやっていくというものかあるのか。それとも単に美郷の大地有機米とか、有機

野菜、そういうもの全般をブランド化していくのか。ちょっと今のところ具体的なものが漠然と

してわからないので、もしその方向性がありましたら、お願いしたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 農政課長。 

○農政課長（深澤克太郎君） ８番、福田議員のただいまの質問にお答え申し上げます。 

  美郷ブランド品目の関係ですが、今、19品目にわたってございます。アスパラ、ねぎ、ほうれ

ん草、ナス等々でありますが、菌床シイタケも含めまして19品目でございます。 

  それで、この19品目が多過ぎるのではないかと。もっと重点的に品目を絞った方がいいのでは

ないかという考え方もございまして、今、農業関係機関、それから県の関係の機関の指導等々を

受けまして、今年度中に品目を再度見直すという方向で進めてございます。以上です。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、次に７款商工費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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○議長（髙橋 猛君） ないようですので、次に８款土木費について質疑を求めます。質疑ありま

せんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、次に９款消防費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、次に10款教育費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） ないようですので、次に11款災害復旧費について質疑を求めます。質疑あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 次に、12款交際費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） ないようですので、次に13款諸支出金について質疑を求めます。質疑あり

ませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、次に14款予備費について質疑を求めます。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） それでは、先ほど８番、福田 守君の質問に対して答弁がされておらない

部分がありましたので、答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（小原隆昇君） 先ほどのご質問にお答えをさせていただきます。 

  固定資産税、町民税について町外の割合ということでございましたが、固定資産税につきまし

ては、全体数が１万200件ほどでございます。このうちの9.3％、950件について町外というふうに

把握をしてございます。また、町民税につきましては、全体数が9,565人おりまして、そのうちの

41人、割合にしますと0.4％が町外ということでございました。以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） ８番、よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  それでは、歳入歳出全般について質疑の取り落としがありましたら質疑を認めます。質疑あり

ませんか。 

  ８番、福田 守君。 

○８番(福田 守君) 平成21年度の決算は、非常に素晴らしく、黒字決算でありますし公債比率も
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よくなっていますし、大変いいわけでありますけれども、一番ちょっと腑に落ちないのが不用額

が非常に多いというようなことで、その不用額の内容も随時説明もございましたけれども、それ

にしても不用額が多いと。これは、職員が節約に努めたということにほかならないわけでありま

すけれども、逆を見ますと町民に対してのサービスがそれによって低下しているというような面

も考えられるわけであります。それと同時に黒字決算をするがためにあえて不用額を出したとい

うようなことも逆を見れば出されるわけでありますけれども、ここら辺、恐らく総務課長か企画

財政課長だと思いますけれども、節約に十分努めたということになるかと思いますけれども、そ

こら辺の見解をちょっとお伺いしたいんですが。 

○議長（髙橋 猛君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（高橋 薫君） お答えします。 

  不用額につきましては、前の監査のときも監査委員の方からご指摘がございまして、それに基

づきまして３月定例に間に合うものにつきましては、できる限り事業が終わったもの等につきま

しては、精査して出させていただきました。 

  ただ、３月定例というのはおわかりのとおり３月の上旬にございますので、こちらの方で予算

を作成するのが２月上旬でございます。ですから、２月上旬から３月以降につきましては、こち

らの方で把握できない部分がございます。そういうものにつきまして不用額として残ったという

ような状況でございます。 

  また、国の予算の関係で確定しづらいものにつきましては、歳入の予算の方でさらに不用額と

して残るという状況でございました。 

  それから、今回の場合は、予備費の方に１億数千万円ほど予備として３月のときに不用額とし

て予算化いたしました。その部分が今回残ったという形でございます。 

  今後の対応といたしましても３月定例に間に合うものは、できる限り精査してまいりたいと考

えてございます。以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。（「はい」の声あり）ほかにありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 質疑がないようですので、これで認定第１号の質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  それでは、まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

９番、泉 美和子君、登壇願います。 
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          （９番 泉 美和子君 登壇） 

○９番（泉 美和子君） 認定第１号に反対の立場から討論いたします。 

  経済危機が進行する中、町が住民の暮らしのために必要な予算措置を講じたことは認めるもの

です。雇用破壊が進み、貧困と格差が広がり、住民の暮らしは厳しくなる一方です。高過ぎる国

保税引き下げのための一般財源の繰り入れや介護保険利用料の独自の軽減策などで住民負担の軽

減を図っていくべきだと考えますが、なされてきませんでした。また、21年度は、公共施設再編

計画に基づき再編が順次進められてきましたが、住民の間からは「早急過ぎないか」「もっと時間

をかけて進めるべきではないか」という声が出されています。乗り合いタクシーの運行改善を求

める声も依然として切実です。雇用情勢は厳しくなる一方です。雇用を創出し、地域経済を活性

化させるための効果が試され済みの住宅リフォーム助成制度を望む声も出されています。秋田県

と県内ほとんどの自治体で行っているこの制度をぜひ今後当町でも実施するよう求めて討論とい

たします。 

○議長（髙橋 猛君） ほかに討論ありませんか。 

  15番、熊谷隆一君、登壇願います。 

          （15番 熊谷隆一君 登壇） 

○１５番（熊谷隆一君） 私は、平成21年度決算認定に賛成の立場から討論いたします。 

  21年度の決算においては、歳入面で国からの地域活性化生活対策臨時交付金や経済対策臨時交

付金などいろいろな交付金を含めて、前年度に比べて決算額が伸びております。町では、この財

源を利用いたしまして、公共施設の再編事業や各種プロジェクトなど最小経費で最大効果を発揮

できるような決算内容となっておると考えます。また、将来の町財政の安定化を図るため基金も

積まれており、また、各種財政指標も改善されております。 

  以上のような内容を判断いたしますと、この決算は認定すべきものと考えます。 

○議長（髙橋 猛君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） これで討論を終わります。 

  異議がありますので、起立によって採決をいたします。 

  認定第１号 平成21年度美郷町一般会計決算認定について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

          (賛成者起立) 
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○議長（髙橋 猛君） 起立多数と認めます。 

  したがって、認定第１号 平成21年度美郷町一般会計決算認定については、原案のとおり認定

されました。 

 

          ◎認定第２号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 日程第２、認定第２号 平成21年度美郷町国民健康保険特別会計決算認定

についてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  ４番、武藤 威君、登壇願います。 

          （４番 武藤 威君 登壇） 

○４番（武藤 威君） ４番、武藤です。 

  その自治体、自治体で生活状況、運営状況が違うわけですけれども、これが平準化ですか、と

いうことで今、そういうような言葉がはやっておるようでございますけれども、これはもちろん

国が一番悪いわけで、当町でも基金を取り崩したり一般財源から繰り入れたりして一生懸命頑張

っておるところですけれども、やはりそういう中で住民の生活と健康、命と暮らしを守るために

は、やはりこの認定第２号の国保特別会計決算認定については反対の立場で討論しなければなら

ないという形でします。 

  長引く不況のもと、国保加入者の生活が苦しくなる中で国保税の引き上げが行われたもので、

住民負担を強いるものとなってしまいました。 

  町も基金の取り崩しなどで対応を図ることは、もちろん先ほども言いましたけれども、認める

わけでございますけれども、国保財政が厳しくなった一番の原因は、国庫負担の引き下げなわけ

でございます。そういう中で、やはり当町としても、国に負担をもとに戻せと復元を求めるとと

もに、今後一般財源の繰り入れなどを図りながら、この引き上げ、値上げを抑えて、むしろ引き

下げていくように求めるものであります。 

  先ほどからも話がありましたけれども、随分払えない、差し押さえの苦しみの方も随分ふえて
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きているのにびっくりしましたけれども、払いたくても払えないという人がふえておるわけでご

ざいます。やはりこういうときこそきめ細かな減免申請の周知など徹底して相談に乗りながらや

っていってもらいたい。そのことをお願いしながら反対の討論といたします。 

○議長（髙橋 猛君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） これで討論を終わります。 

  異議がありますので、起立によって採決いたします。 

  認定第２号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

         (賛成者起立) 

○議長（髙橋 猛君） 起立多数と認めます。 

  したがって、認定第２号 平成21年度美郷町国民健康保険特別会計決算認定については、原案

のとおり認定されました。 

 

          ◎認定第３号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 日程第３、認定第３号 平成21年度美郷町老人保健特別会計決算認定につ

いてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 討論なしと認めます。 

  認定第３号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。認定第３号について、認定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第３号 平成21年度美郷町老人保健特別会計決算については、認定されました。 
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          ◎認定第４号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 日程第４、認定第４号 平成21年度美郷町簡易水道事業特別会計決算認定

についてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ５番、森元淑雄君。 

○５番（森元淑雄君) この簡易水道につきましても収入未済があるわけでございますけれども、こ

の未納率が大変あるわけですけれども、これはたしか期間が２年というふうに伺ったわけでござ

いますけれども、その２年後には水道をとめるとか、そういう措置をするのかどうか、その辺を

伺いたいと思います。 

○議長（髙橋 猛君） 建設課長。 

○建設課長（照井智則君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  未納の対策でございますけれども、一つは、やはり使用者の立場に立って、さまざまな形で訪

問なりお願いするということを大原則にしてございます。そういう中で、不納欠損でございます

けれども、水道事業の場合、１カ月でも分納していただくということを前提にしてございますの

で、期間が短くても前の部分に充当させまして、不納欠損の取り扱いはできるだけしないように、

これからもしないように努めてまいりたいと思っております。 

  また、未納者に対する水道の停止等でございますけれども、これらについては、今のところ、

昨年度の場合は停止いたしますというような通知、これにつきましては訪問もしくは電話での呼

びかけ、それらに一切答えなかった方々に対しまして、そういうふうな通知を出してございます。

通知の件数は12件でございますけれども。ただ、あくまでも面会をして、納入の意思、それらを

確認して、そのようなことがないように、一つの方法としてそのような形も面会の上では必要か

なということで、この後も納入率の向上に努めてまいりたいと思っております。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。はい、森元淑雄君。 

○５番（森元淑雄君） そうすれば、実際のところはそういうケースがないということでしょうか。 

○議長（髙橋 猛君） 建設課長。 

○建設課長（照井智則君） 昨年度の場合で、給水停止した件が２件ございます。これにつきまし

ては、居住が確認されなかったために水道を停止したものでございます。 

○議長（髙橋 猛君） よろしいですか。ほかにありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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○議長（髙橋 猛君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 討論なしと認めます。 

  認定第４号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。認定第４号について認定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第４号 平成21年度美郷町簡易水道事業特別会計決算については、認定されまし

た。 

 

          ◎認定第５号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 日程第５、認定第５号 平成21年度美郷町下水道事業特別会計決算認定に

ついてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 討論なしと認めます。 

  認定第５号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。認定第５号について、認定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第５号 平成21年度美郷町下水道事業特別会計決算については、認定されました。 

 

          ◎認定第６号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 次に、日程第６、認定第６号 平成21年度美郷町農業集落排水事業特別会
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計決算認定についてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 討論なしと認めます。 

  認定第６号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。認定第６号について、認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。 

よって、認定第６号 平成21年度美郷町農業集落排水事業特別会計決算については、認定され

ました。 

 

          ◎認定第７号の質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 次に、日程第７、認定第７号 平成21年度美郷町後期高齢者医療特別会計

決算認定ついてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 討論なしと認めます。 

  認定第７号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。認定第７号について、認定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第７号 平成21年度美郷町後期高齢者医療特別会計決算については、認定されま

した。 



－125－ 

 

 

          ◎散会の宣告 

○議長（髙橋 猛君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  これにて本日の会議を閉じます。 

  あす、午前10時、本会議を再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午前１１時３９分） 



－126－ 

 

 

 


